(別記様式第2号)(第3条関係)
墓地使用許可書
1　興部町墓地使用条例に基づき次の事項を遵守することを条件として許可をする。

記

1　許可する墓地の名称及び位置

イ）興部墓地　　　　新旧墓地　　　　　番
ロ）沙留墓地　　　　新旧墓地　　　　　番

1　使用許可年月日　　　　　　年　　月　　日

1　使用許可の条件

イ）墓地使用許可日の翌日より3ヵ月以内に墓標及び墓碑を建立すること。
ロ）墓地に墓碑等工作物を建設する場合、工作物着手届を町長に提出した後でなければならない。
ハ）使用許可を得た墓地を返還しようとするときはすべて原形に回復し町長に届出をするものとする。
ニ）その他必要な事項は、その都度指示するものとする。

　　年　　月　　日

興部町長　　　　　　　　印

　　　　　　殿


墓碑等工作物建立（移転・撤去）に係る指示書

墓碑等工作物着手届に基づき次のとおり建立に係る諸事項を指示します。

記

1　墓碑等工作物着手に係る指示事項
イ)　建立に際し他の墓地敷地に立入らないこと
ロ)　建立に際し敷地より50cm内側より工作すること
ハ)　建立に際し残土の処分は町長の指示した場所以外に捨てないこと
ニ)　建立の機具器材は墓地道路に置くことのできないこと
ホ)　建立完了した場合は作業に要した物品は完全に撤去する事
へ)　この工事着手届提出の際請負業者同伴の売り届出ます
ト)　工事外の墓地敷地には立ち入らない又区画を損傷させない
チ)　工事に際し公共施設に立入りする場合は必ず管理者又はその町長の許可を受けます
リ)　その他町長に指示された事項を遵守します

　　年　　月　　日

興部町長　　　　　　　　印

　　　　　　殿

